
庁議（令和４年７月２６日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和４年７月２６日（火） 

２ 場  所 庁議室 

３ 出 席 者 市長、石田副市長、石黒副市長、教育長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 市民部長、福祉部長、職員課長 

５ 事 務 局 秘書課長、広報課長、財政課長、行政総務課長 

       企画政策課長、政策担当長、企画政策課主査 

６ 付議事項  

（１） 平塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正理由 
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い規定を整備 

するとともに、国家公務員に準じて必要な規定を整備する。 
 
２ 改正内容 
（１）育児休業の取得回数制限の緩和に伴う改正 
（２）子の出生後８週間以内の育児休業の緩和 
（３）非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩

和 
（４）非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 
（５）育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等 
   
３ 施行日    
令和４年１０月１日 
 

結果 審議の結果承認された。 

 

（２） 地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人等を定める条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正の理由 

平成２３年６月の税制関連法案の成立により、認定ＮＰО法人以外の 

ＮＰО法人であっても、都道府県や市町村が条例で指定したＮＰО法人

への寄附金が個人住民税の寄附金税額控除の対象とされることとなっ

た。平塚市でも平成２５年９月の議会でＮＰО法人を指定する条例を新

設し、現在４法人を指定している。 

今回、指定ＮＰО法人の「特定非営利活動法人フードバンク湘南」が、

主たる事務所の所在地を変更したため、ＮＰО法人を指定する条例の一

部改正を行うものである。 



２ 改正の要点 

「特定非営利活動法人フードバンク湘南」の主たる事務所の所在地を

「平塚市山下１２番１ リゾート高麗１０１」から、「平塚市御殿一丁目

３３番３５号亀井ハイツ１０１」に改めるため、本条例別表の修正を行

う。 

 

結果 審議の結果承認された。 

７ 報告事項 

（１） 平塚市障がい者優先調達推進方針（令和４年度）について 

概要 平成２５年４月１日に施行された「国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」では、

地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等で就労する障がい者等の

自立の促進に資するため、障害者就労施設等からの物品及び役務等の調

達の目標などを定めた方針を作成し、公表することとなっている。 

この度、令和４年度の調達方針を作成した。 

ついては、その方針及びこれまでの調達実績をホームページで公表す

る。 

〔調達実績〕 
年度 発注件数 受注額 

平成２５年度 １０課 １３件 ４，０８２，８４１円 
平成２６年度 ９課 １１件 ３，９８９，３５５円 
平成２７年度 ８課 １０件 ３，８７０，０６２円 
平成２８年度 １０課 １２件 ４，９０２，２５３円 
平成２９年度 １１課 １３件 ６，７３８，９９４円 
平成３０年度 １０課 １２件 ６，４１８，４２４円 
令和元年度 １０課 １２件 ６，９０１，２２５円 
令和２年度 １０課 １１件 ８，７４７，９５５円 
令和３年度 １１課 １４件 １１，０４２，６１８円 

 

 

以 上 


